
1--------はじめに

高齢者雇用の重要性が指摘されてより久しい。

その直接的な背景には、急速に進む少子高齢化

と、団塊世代の現役引退という社会的情勢、そ

してその解決策を模索する動きがある。

本稿は、高齢者雇用に関わる諸問題を背景の

部分から掘り起こし、社会的課題を明らかにし、

問題解決の方向性を可能な限り整理していこう

とする試みである。

2--------論点の整理

1―少子高齢化の進展

安定した社会において経済と科学技術の発展

を迎えると、高齢化が進展するのは万国共通の

理である。致命的な戦乱や天変地異と縁遠く、

経済的な豊かさに裏打ちされた医療技術の進歩

や衛生環境の整備、そして恒常的にバランスの

取れた栄養摂取が実現すれば、いきおい病や死

を免れる機会が増え、多くの国民が長寿を全う

することになる。

従って、一部の局地的な戦闘を除き、大国間

の広域総力戦が展開されなかった第二次大戦以

降の先進国の世界では、高齢化の進行が顕著で

ある。［図表－１］に見る通り、ほとんどの先進

諸国の1990年代から2000年代において、65歳以

上の老齢人口が15歳未満の子ども人口に並び、

凌駕するという本格的な高齢化傾向を見せてい

る。また、現時点でいずれの国も出生時平均余

命（いわゆる「平均寿命」）が男性は70代後半、

女性は80代に達している。

人口統計の世界では、「従属人口」という用語

が用いられる。その定義は、［図表－１］にもあ

る15歳未満の子ども人口及び65歳以上の老齢人

口の総和であり、満15歳～64歳の「生産年齢人

口」（現役の働き手として、財並びにサービス産

出の担い手となる）と対をなす概念として存在

する。語句の意味において、「生産者に従属する」

とされ、いわば社会全体の扶養家族として位置

付けられる訳であるが、こうした用語や思想は、

高齢者が社会で大きな位置を占め、多様な可能

性と潜在能力を持ち、さらにその役割を十全に

発揮することが期待される現代の状況下では、

今後修正を要するものであるとも考えられる。

さて、旧来の発想に基づく「従属人口」と「生

産年齢人口」の枠組からすれば、その国に占め

る従属人口の割合が多くなれば、それだけ勤労

者である生産年齢人口の負担が増すことになる。

但し、「従属人口」として高齢者と子どもを一

括りにして見た場合、概して高齢化と少子化は表

裏一体の関係にあるため、増加と減少の同時発生

により、総量としての変動は短期的に少なく、判

りづらい側面があるので注意を要する。［図表－

１］のように、15歳未満の人口と65歳以上の人口

を別建てにして表記するのはそのためである。

ここで明らかなのは、同じＯＥＣＤ諸国にあ

っても、日本と韓国における少子高齢化の急速

な進展、そして米国における緩やかさである。

米国は基本的に移民国家であり、若年子育て

世代が社会に次々と新規参入して来る構造を有
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する。そのことは［図表－２］における出生率

の高止まりにも表われている。

日本での高齢者の増加は明白である。戦後ベ

ビーブームの中心であった団塊世代がおよそ全

員65歳を迎え、生産年齢人口から退くとされる

2015年に、およそ800万人が現役から引退する勘

定となる（いわゆる「2015年問題」）。この団塊

世代は狭義には昭和22年～24年生まれを指すが、

広義にその前後の出生者も含めると約1,000万人、

総人口の８％にも匹敵し、その社会的・経済的

影響力は多大なものがある。

もちろん、団塊世代全員がある日を境に仕事

をぷっつり辞めてしまう訳ではないが、社会・

経済に与えるインパクトが非常に大きいことは

十分予測される話である。

［図表－２］を見ると、1970年には2.13であっ

た合計特殊出生率が、80年代には２を割り込み、

2003年以降は、2006年にわずかながら回復を見

せるものの、1.3を下回る水準で推移している。

合計特殊出生率とは、「一人の女性が一生を通

じて産む子どもの数」であり、具体的には15歳

から49歳までの女性の年齢別出生率を合計する

ことによって求められる。それが２を割り込む

ということは、その国における将来的な人口の

減少を示している。現に日本は2005年に総人口

の純減を経験しており、その後増加へと転じた

ものの、近い将来に再び減少に向かうことは確

実と予測されている（注１）。

2―年金について

戦後日本の公的年金制度は、元々は現役時代

に老後資金を積み立てておいて、老後にそれを

年金として受け取る「積立方式」で始まったが、

経済社会情勢の変化に制度が追いつかない状況

［図表－1］主要国別従属人口指数の推移

（資料）United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database （中位推計）、The World Bank, World Development
Report 2008 & 2009
(*) 購買力平価換算
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男 女 

日本 24.1 7.0 31.1 23.6 9.1 32.7 18.3 12.0 30.3 14.6 17.2 31.8 13.2 22.6 35.8 11.6 28.5 40.1 10.8 30.8 41.6 33,150 79 86 4

韓国 42.1 3.3 45.4 33.9 3.9 37.8 25.6 5.0 30.6 20.8 7.3 28.1 16.2 11.0 27.2 13.3 15.4 28.7 12.6 23.2 35.8 23,800 75 82 5

中国 39.7 4.3 44.0 35.5 4.7 40.2 28.4 5.5 33.9 25.7 6.8 32.5 19.9 8.2 28.1 18.7 11.7 30.4 16.9 15.9 32.8 7,740 70 74 24

ドイツ 23.2 13.7 36.9 18.5 15.6 34.1 16.1 15.0 31.1 15.6 16.4 32.0 13.4 20.5 33.9 12.3 23.0 35.3 12.5 28.2 40.7 31,830 76 82 4

フランス 24.8 12.9 37.7 22.3 14.0 36.3 20.1 14.2 34.3 18.8 16.1 34.9 18.4 17.0 35.4 17.4 20.9 38.3 16.4 24.3 40.7 33,740 77 84 4

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 20.8 13.7 34.5 19.6 16.3 35.9 17.9 17.8 35.7 18.4 17.2 35.6 16.5 17.2 33.7 17.3 21.0 38.3 17.0 22.6 39.6 35,070 79 83 3

英国 24.1 13.0 37.1 21.0 14.9 35.9 19.0 15.7 34.7 19.0 15.9 34.9 17.4 16.6 34.0 17.4 18.5 35.9 17.2 20.9 38.1 35,580 77 81 6

米国 28.3 9.8 38.1 22.5 11.2 33.7 21.7 11.2 32.9 21.6 12.4 34.0 20.2 13.0 33.2 19.3 16.1 35.4 18.0 19.8 37.8 44,260 75 81 8
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［図表－2］主要国別合計特殊出生率の推移

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

日本 2.13 1.75 1.54 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.22 1.22
韓国 4.53 2.82 1.57 1.47 1.30 1.17 1.18 1.15 1.08 1.12 1.25 1.19
中国 5.78 2.54 2.10 1.82 1.82 1.82 1.70 1.69 1.72 1.73 1.75 1.77
ドイツ 2.03 1.56 1.45 1.38 1.35 1.34 1.34 1.36 1.34 1.33 1.41 1.41
フランス 2.47 1.99 1.78 1.88 1.88 1.87 1.88 1.90 1.92 1.98 1.98 1.98
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 1.94 1.68 2.14 1.53 1.53 1.54 1.54 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67
英国 2.43 1.89 1.84 1.74 1.73 1.73 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
米国 2.44 1.84 2.08 2.06 2.03 2.01 2.04 2.05 2.04 2.10 2.10 2.10

（資料）国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集』（2009）、Korean Statistical Information Service, Statistical Database、UNICEF, The State
of the World's Children、CIA, World Factbook (2000-2008)
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に直面し、勤労現役世代から徴収した保険料で

高齢者世代を扶養する、「世代間助け合い」の賦

課方式を取り入れることとなった。

それだけに、現役の保険加入者が減少し、一

方で受給者が増加することは、年金財源の逼迫

に直結する要素となる。前項において述べた少

子高齢化の進展（団塊世代が一挙に保険料支払

者から年金受給者に転じ、さらに予想外の低水

準で合計特殊出生率が推移している事実）は、年

金制度に非常に深刻な打撃を与えることとなる。

年金財源の逼迫を緩和する方法は、（1）歳入を

増やす、（2）支出を減らすという２つに大別さ

れ、さらにその中で、（1）（歳入増加）－(a) 保険

料を引き上げる、(b) 国庫負担を増加する、(c)

特定の税金を年金財源に充てる、(d) 年金積立金

の運用収入を上げる、(e) 年金加入者数を増や

す、（2）（支出削減）－(a) 給付水準を引き下げる、

(b) 年金給付以外の支出（事務費、広報費など）

を削減する、といった具体策が挙げられる。

これらの処方は、事案によっては所轄官庁が

異なる（年金行政一般は厚労省だが、国庫負担

の増大や年金財源向け特定税に関する措置は財

務省の専権事項）ため、強力な政治的リーダー

シップ無しでは対応が難しい構造となっている。

また、積立金の運用収益も市場の動向によっ

て大きく左右され、特に昨今の市場は変動幅が

大きく、旧来のデータから導き出されるリスク

とリターンの関係が、実際の運用場面では想定

通りとはならない事態に直面している。

他方、加入者数の増加を目指すという解決策

は、急速な少子高齢化の趨勢にあって一見矛盾

した方策に感じられる。確かに生産年齢人口か

ら引退する高齢者が増え、出生率が２を割り込

む現状では、旧来の発想を前提とすれば、保険

料を負担してくれる年金制度加入者の自然増は

とても望むべくもない。そこで考えられたのが、

それまで主たる保険料負担者として想定されて

こなかった女性、及び高齢者の雇用推進である。

3―雇用について

老後の生活を年金にのみ依存するというので

はなく、引退の年齢に達した後も就業して所得

を得ることが出来れば、老後の生活安全保障は

より経済的に確かなものとなる。

現行の枠組の中で引退した高齢者の中には、意

欲、体力やスキルの面で、十分勤労に耐えうる資

質を備えた人材も少なからず存在するものと思わ

れ、その潜在的な能力を顕在化させることは、本

人の自己実現の場の創出のみならず、日本の経済

社会の活力を高めることにもつながり得る。

他方、老後の安全保障という観点から広く雇用

の問題を考える場合、年金保険料負担者の裾野を

広げる手段としての雇用を考えることも可能であ

る。この場合は、高齢者の雇用のみならず、幅広

い層の雇用推進策を併せ考える必要がある。

とりわけ、少子高齢化の環境下で勤労者の増

加を図るのであれば、専業主婦の就業を推進す

ることが大きなポイントとなる。

また、昨今のワーク・ライフ・バランスへの

関心の高まりにも見られるように、女性が働き

やすい環境や制度を整備することは、家庭にお

ける経済的・心理的安定をもたらす。これは、

出産を望む女性にとって、子を産み育てるため

の良好な環境を醸成することにつながる。

この流れは、高齢者を支える直接的な財源強

化となるのみならず、少子化傾向そのものを食

い止めるための手立てとしても有効である。

実際、西欧諸国は1970年代以降の高齢化社会を

迎えるにあたり、女性の就労を促進するための各

種助成策の導入や制度整備を集中的に行ない、少

子化の進行を抑制する手法を採用した。その結

果、合計特殊出生率の落ち込みを抑えることに成

功している例も見受けられる。合計特殊出生率が

ほぼ２に近付いているフランスでの成果は、その
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典型例であるといえよう（［図表－２］）。

もちろん、雇用は経済環境により状況が大き

く変わるものであり、失業率が高まる過程では、

若年層の失業が問題となるなど、労働資源の需

給のアンバランスが高齢者や女性の雇用の増加

にとって阻害要因となることは十分想定できる。

とはいえ、制度として望む人が就労できる枠組

を整備する努力を続ける必要がある。

3--------高齢者雇用の課題

1―「生産年齢人口」、「従属人口」の見直し

前述したように、「生産年齢人口」、「従属人

口」といった現行の概念は、現実とは合わない

部分が多くなっているものと考えられる。

ニッセイ基礎研究所が行なった「中高年パネ

ル調査」は、団塊世代及びその先行世代の男性

を対象に1997年から2005年にかけて同一人物を

追いかけた調査である。これによれば、60歳を

過ぎても多くの男性が働き続けている。

ちなみに、調査結果によれば、就業率は60歳で

71％、65歳で60％、70歳でも42％となっている。

定年年齢を過ぎても、長寿社会を迎えた日本

では、時間・資金・健康の三拍子が揃った「黄

金の日々」が約10年は続く計算となる。さすが

に、75歳の後期高齢者の段階になると、健康面

での不安があるが、それまでは、中高年にとっ

ては新たな価値を生み出す潜在可能性を秘めた

日々が残されている。

もちろん、定年年齢の前後で同じ仕事を続け

ることを必ずしも前提にする必要はなく、そこ

で個人の人生設計の中で、ワーク・ライフ・バ

ランスのあり方を大きく切り替えることが考慮

されることも十分あって然るべきである。

このように考えると、働き方そのものについて

は途中でギア・チェンジするとしても、65歳以降

も「生産年齢人口」に包含して考えてもおかしく

ない状況にあると言えるのではないだろうか。

他方、進学率が高まる中で、15歳から「生産

年齢人口」に自動的に区分するのも実態と合わ

ない印象が強い。高校卒業生の６割が大学に進

学しているのが実情であることを考えれば、生

産に初めて従事する機会は、平均して20歳前後

と仮定するのが妥当ではないかと思われる。

そこで、既存の資料を基に、従来通りの定義

に従った人口分類（15歳～64歳が生産年齢人口）

と、20歳～74歳を生産年齢人口としたものと、

異なる前提に基づく２種の高齢化の推計を行な

ってみたのが掲載［図表－３、４］である。

この推計では、生産年齢人口における最高年

齢を満74歳に置いているため、70歳から74歳の

層で、過剰な見積もりが生じている可能性があ

る点、ご留意頂きたい。

また、高齢期の就業については、「お国柄」に

よる差が大きい点も意識する必要があると思わ

れる。欧州諸国では定年年齢よりも早いリタイ

アが一般的であり、定年年齢を過ぎて10年以上

働くのは、ＯＥＣＤ諸国の中では、日本、韓国

といった国々に限られているのが実情である。

以上のように考えると、本推計は極めて日本

の特殊性を反映したものという位置付けで見る

必要があると思われる。

従来型の推計［図表－３］とは異なり、［図

表－４］では高齢化の進行が明らかに遅れてい

る。従来の定義ではほぼ2000年に高齢人口が子

ども人口を追い抜いていたのに対し、74歳現役

の新定義（注２）では、20年後の2020年に両者は均

衡し、本格的高齢化社会を迎えることとなる。

もちろん、今回の推計はバイアスを含んだも

のであり、これに対して即座に現実の制度を当

てはめる訳にはいかない。例えば、企業におけ

る定年を75歳とし、それまでは年金加入者とし

て保険料を課し、年金給付開始年齢も75歳に引

き上げるといった措置は、実行に移すには相当
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［図表－3］日本の生産年齢人口（15～64歳）及び従属人口（子ども15歳未満、高齢者65歳以上）指数推計

（資料）国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集　2009』
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［図表－4］日本の生産年齢人口（20～74歳）及び従属人口（子ども20歳未満、高齢者75歳以上）指数推計

（資料）国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集　2009』
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な無理が伴うことは容易に想像できる。

とはいえ、現実に70歳まで働く人が多く存在

し、その体力も意欲も高い日本において、高齢

者、そして国民全体が幸福になるために、こう

した社会保障の枠組そのものについて考え直す

機会を持つことも必要ではないかと思われる。

以下では、70歳現役、75歳定年を社会の枠組

として設定しようとする場合、どのようなポイ

ントを押さえる必要があるかについて考察する。

2―実用的職業訓練

社会の変化は、様々な分野で新たなニーズを

生み出す。この新たなニーズに対応できるのは

若い世代とは限らない。実は高齢世代には30年

余にも及ぶビジネス経験を通じて、様々な「暗

黙知」を身に付けている「宝の山」としての側

面もある。こうした人材が退職を迎えるにあた

り、技能の伝承などの努力は企業組織的にも個

人的にも図られていると思われるが、首尾良く

「形式知」に変換して共有できるものばかりでは

ないと考えられる。それは新たなニーズに直面
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したときに、初めて自らの中に「暗黙知」が蓄

えられていたことを意識するといった類のもの

であることもあろう。

このような潜在的な可能性の持ち主として高齢

世代を捉えると、新たな職業的チャレンジに際し

て必要とされる職業訓練や能力開発のプログラム

にも工夫の余地が出てくるものと思われる。

しかし、この部分は個人の努力によって実現

可能な事柄ではなく、企業の人的資源戦略によ

ってカバーされる領域となってくる。

65歳までの継続雇用／再雇用が標準となった

現在、更に先を見据えて70～75歳の人材を有効

戦力とすべく、対象人材が50代の段階から企業

を挙げて、かつ公的な支援制度も併せ、取り組

むべき課題である。

もちろん企業の側からすれば、高齢者に経営

資源を投入するリスクはあり、人材の側も、仮

に優れた新技術や資格を獲得したとしても、そ

れに報いるキャリアパスが企業内に用意されて

いない可能性がある。しかし、高齢者を雇用し、

事業を継続する以上、可能な限り有効な資源活

用を図らない企業は存続し得ないことを意識す

る時代が来ているといえよう。

3―動機付け

ライフサイクルの視点からすれば、高齢者の

世代では最も資金を必要とする時期は完了して

いるとも考えられる。もちろん、充分な老後資

金を蓄積しようと思えば際限がないというのも

現実である。

この観点からすると、金銭的インセンティブ

はあるに越したことはないが、むしろ「自己実

現の場としての仕事」という捉え方が重要な意

味を持ってくると言える。

4―医療・介護制度

若年・中年の社員に較べ、高齢社員が健診の

頻度も含め、医療的ケアを多く必要とすること

は当然と言える。高齢者の雇用が定着し、一定

の年限でデータが集積され、統計が整備された

時点で、各種負担の分担等について再調整が必

要となることを想定する必要がある。

今後の日本社会においてより深刻な論点とな

るのは、高齢従業員の健康問題にとどまらず、

彼らが自分の親や配偶者を介護する、いわゆる

老老介護に当たっている場合の対処をどうする

かということである。

高齢者であれ、女性であれ、有能な人材が介

護を理由に就業を断念せねばならない状況は、

企業はもとより国家的損失である。この部分の

解決は、企業の守備範囲を超えたものであり、

国の制度としての設計が必要となる。

4--------結び

高齢者は大きな潜在能力を有した人的資源の

塊であると考えると、現行の就業環境、老後の

生活支援など、多くの制度や仕組みに見直す余

地が残されていることに気が付く。

知力も体力も十分に備わっている時点で、「従

属人口」として高齢者を捉える枠組から離れ、

少し視点を変えると、様々なアイデアも見えて

くる。

日本は既に、これらアイデアの実現可能性に

ついて検討すべき時期に置かれているのではな

いかと考えられる。

（注１）2004年の総人口１億2,778万７千人に対し、2005年は１億
2,776万８千人（▲１万９千人）。2006年は１億2,777万人、
2007年には１億2,777万１千人と回復基調にあるものの、
2010年には１億2,717万６千人と、以降減少が続くことが
予測されている（総務省統計局『日本の統計 2009』、第
２章人口・世帯「人口の推移と将来人口」）。

（注２）同様の発想として、厚労省の外郭団体である独立行政法
人 高齢・障害者雇用支援機構は、かねてより「70歳現
役に向けた環境・制度整備」を唱導しており、具体的な
著作としては、古田隆彦『日本人はどこまで減るか－人
口減少社会のパラダイム・シフト』（幻冬舎新書、2008）
等がある。


